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業務方法書の取扱いの一部改正について 

 

１ 業務方法書の取扱い（平成１６年５月６日通知）                                   （下線部変更） 
新 旧 

（報告事項） 

第６条 業務方法書第２２条に規定する当社が定める場合は、次の各号

に掲げる場合とし、所定の報告書に当社が必要と認める書類を添付し

て報告するものとする。 

（１）～（２４） （略） 
 （２５） 事業年度の末日の変更があったとき。 
２ （略） 
 

（報告事項） 

第６条 業務方法書第２２条に規定する当社が定める場合は、次の各号

に掲げる場合とし、所定の報告書に当社が必要と認める書類を添付し

て報告するものとする。 

（１）～（２４） （略） 
（新設） 

２ （略） 
 

 

２ 附 則 

  この改正規定は、金融商品取引法等の一部を改正する法律（平成２６年法律第４４号）附則第１条第２号に掲げる規定の施行の日から施行する。 
 


